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（1）定期巡回・随時対応型訪問介護看護
定期巡回・随時対応、24時間サービスは、地域の中に看護ステーションをつくるようなイメージ

です。

①24時間対応型訪問介護サービス例
世田谷区にモデル事業を置きまし

た。利用者対象者が、携行端末のよ
うなナースコールを持ってお家へ帰
り、「ベッドから落ちた」「おむつを
交換してほしい」という時に、夜中
の2時や3時でもサービスを送り届け
るということです。（資料75）

②24時間型サービス実施状況
しかし、実施状況がなかなか伸び

ません。2014年1月現在、187保険者
で411事業所です。深夜サービスの
人の問題と看護の確保の問題がある
のです。全国の利用者数は6,000人足
らずで、まだまだ少ないです。
（資料76）

資料 75

資料 76
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（2）複合型サービス
複合型サービスです。これは小規模多機能で、訪問介護と看護を組み合わせたものです。

①小規模多機能型居宅介護と訪問看護の複合型サービスの概要
小規模多機能は、認知

症の患者さんにとても好
評です。認知症の患者さ
んは、例えば、デイサー
ビスとショートステイ
サービスで別々の所に行
くと混乱してしまう為、
1カ所で、ワンストップ
で「お泊まりでもよいで
す」「通いでもよいです」
ということにしました。
そして、そこに看護・介
護を複合させていくサー
ビスです。（資料77）

（3）サービス付高齢者向け住宅
サービス付高齢者向け住宅が、改正高齢者住まい法（2011年改訂）で入りました。

①各国の介護施設・介護付高齢者住宅の割合
この背景として、日本

の介護保険3施設は、諸
外国のナーシングホーム
に相当するところがある
のですが、デンマークと
比べてみると圧倒的に高
齢者ケア付き住宅が足り
ませんでした。したがっ
て、2020年までに高齢者
ケア付き住宅を増やしま
しょうということで、基
本計画が立てられ、今回
の改正につながりまし
た。（資料78）

資料 77

資料 78

月
例
セ
ミ
ナ
ー

（
武
藤
講
師
）



45

②デンマークにおける高齢者施設・住宅整備の推移
デンマークも、かつて

は特別養護老人ホーム中
心でした。特別養護老人
ホームに相当する「プラ
イエム」という施設を中
心にやっていましたが、
1988年の高齢者・障害者
住宅法の成立で、プライ
エムは凍結しました。逆
に、ケア付きハウスを増
やそうという政策転換が
起こりました。先進国は
みんなこの政策を行った
のです。住宅政策を変え
ていった結果、ケア付き
住宅が伸びました。
（資料79）

③サービス付き高齢者向け住宅の登録制度の概要

サービス付高齢者向け住宅の登録要件は意外と緩いです。「床面積は原則25㎡以上」「バリアフ
リー」「少なくとも安否確認・生活相談サービス」、これだけでよいのです。

よくあるのは、資料80右下のような集合住宅です。1層目に、診療所や訪問看護ステーションや
ヘルパーステーションを置いて、外部からのサービスも受け入れるという感じです。（資料80）

資料 79

資料 80
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④サービス付き高齢者向け住宅の登録状況の推移
国土交通省の補助金政

策で、1戸当たり100万円
などの税制優遇、融資優
遇によって、ものすごい
勢いで増えてしまいまし
た。現在14万6,000戸まで
増えましたが、国土交通
省は10年間で60万戸を目
指すということです。

別の話ですが、60万戸
を造るにも、およそ1戸
あたり100万円かかりま
す。造るためには結構な
お金が必要です。この資
金に関して、ヘルスケア
リートの仕組みを用いれ
ばどうかという検討会も

実際行われています。既にヘルスケアリートが上場しそうだという話もあります。そうした問題も
あります。（資料81）

⑤サービス付き高齢者向け住宅の都道府県別登録状況（H24.10末時点）
都道府県別のサービス

付高齢者向け住宅登録状
況を見ますと、やはり大
阪が断トツに抜け出てい
ます。それから、東京都
とその周辺県、北海道で
す。（資料82）

資料 81
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⑥サービス付き高齢者向け住宅事業を行う者

現在、サービス付高齢者向け住宅はブームになっています。しかし、既に空室が目立っている所
もあり、激戦区になりつつあります。どういう所がうまくいっていないのかといいますと、不動産
屋さんが提供するサービス付高齢者向け住宅です。あまりサービス提供に慣れていないからです。
一番多いのは、介護系の事業者さんで6割ぐらいです。今、一番注目されていて、すぐに埋まってし
まうのが、医療法人が提供するサービス付高齢者向け住宅になります。（資料83）

⑦医療系サ高住の運営体制の例
例を挙げてみますと、資料84の

ような感じです。200床のケアミッ
クス型の病院で、駐車場に50戸の
サービス付高齢者向け住宅を造
りました。そうしますと、お隣で
すから、何かあったらすぐに往診
に行けますし、入院もできます。
この医療法人では介護サービス
はやっていないので、介護サービ
スに関しては外部サービスを利
用する形です。このように、医療
施設に併設型の所だと入居者も
安心するでしょう。「何かあった
ら隣に病院」というやり方です。
（資料84）

資料 83

資料 84
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3. 在宅医療の強化

（1）在宅療養支援診療所・在宅療養支援病院の概要
もう一つは、在宅療養支援診療所・支援病院が今注目であります。

①06年在宅療養支援診療所の新設
在宅療養支援診療所とい

うのは、2006年の診療報酬改
定で、往診専門といいます
か、在宅訪問専門の診療所と
して入りました。「死亡前24
時間以内に訪問して患者さ
んを看取れば1万点」など、と
ても高い点数が付いたので
話題になりました。
（資料85）

②在宅療養支援診療所　湘南なぎさ診療所
一例を見ますと、この手の在宅療養支

援診療所は首都圏に増えています。資料
86は、藤沢にある「湘南なぎさ診療所」と
いう所です。中村哲生さんという、やり
手の事務長さんがいらっしゃいます。こ
こは常勤が3名、非常勤が、なんと40名以
上に増えています。どこから医者を連れ
てくるのかと聞くと、「この近くの横須
賀にある海軍病院で、アメリカに留学し
たがっている医者がたむろしているの
で、それを非常勤で引っ張ってきて使っ
ている」と言っていました。カバーして
いる在宅の範囲が、藤沢市内で2,600カ所
です。中村氏は、「私たちは、2,600病床持っている大病院だ」と言っていました。確かにそう言われ
ればそうです。ここの事務所は本当に雑居ビルの一室で、患者さんが来ることはなく、全部訪問診
療でやっています。

この手の在宅療養支援診療所は、世田谷区でもできていますし、港区にもあります。非常に効率
的にできるので、都市部に増えています。しかし、これが今回の同一建物減算でばっさり切られて
しまい、大変なことになっています。（資料86）

資料 85
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③人口10万人当たりの都道府県別在宅療養支援診療所数

今、こうした在宅療養支援診療所は、西のほうに非常に多くあります。東京都は、ようやく平均
ラインまで頭を出しているところです。（資料87）

④在宅療養支援病院の規制緩和（2010年診療報酬改定）
在宅療養支援診療所を病院でも

やっていいということが、2010年の
報酬改定で入りました。「4km以内
に診療所がない所は病院でもよい」
ということでしたが、そんな所はあ
まりなくて、最初は11病院しかでき
ませんでした。2010年改定でこの
4km制限を取り払い、しかも200床
以下ならどこでもいいということに
しました。（資料88）

資料 87

資料 88
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⑤在宅療養支援病院数の推移
これにより、在宅療養支援病院は、

あっという間に増えて、現在746件
です。（資料89）

⑥医療法人財団厚生会古川橋病院
東京都内で最初に手を挙げた古川

橋病院は、港区の三田病院の近くに
あります。ここを見に行った時、三
代目院長の鈴木先生が言っていまし
た。「この制度ができて、とにかく
真っ先に手を挙げました。東京都第1
号です」ということです。どのような
病院かといいますと、一般病床49床、
介護老人保健施設40床です。この近
くの麻布十番には、戦前から続いて
いるとても古い商店街があり、高齢
者が多いのです。そういう所のおじ
いちゃん、おばあちゃんの、ちょっと
した肺炎や骨折・捻挫みたいなもの

を診ています。それから、三田病院からの急性期を経た、ポストアキュートの患者さんも診てくれて
います。

このような病院は、先ほど言った亜急性期、いわゆる地域包括ケア病棟、あるいは病院のような
イメージです。地域に密着した主治医機能を果たしていくような所でしょう。ただ、港区でこの手
の病院は、もうほとんど絶滅危惧種みたいなものです。土地単価の高い所で、これで生きていくの
は大変な話です。（資料90）

そのようなことで、在宅支援病院は東京都にはまだまだ本当に少なく、やはり西のほうの地域に
多いのです。

資料 89
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（2）在宅療養支援診療所・病院の課題と対策

①在宅療養支援診療所数（65歳以上千人あたり）＜都道府県別分布＞

課題もあります。在宅療養支援診療所・病院の課題は、在宅看取りが少ないことです。診療所を
見てみますと、グラフの上の部分は在宅看取りをしていない診療所で、グラフの下の部分は在宅看
取りをしている診療所です。東京都では半分程度しか看取りをしていません。（資料91）

②在宅療養支援診療所におけるひとり医師体制（複数回答）
看取りのできない理由

は簡単です。一人で患者
さんを診ているような診
療 所 で は、365日24時 間
在宅看取り待機というの
は無理です。（資料92）

資料 91

資料 92
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③機能強化した在宅療養支援診療所・在宅療養支援病院等への評価（2012年診療報酬改定）
前回の改定で、強化型の在宅療養

支援診療所・病院をつくりました。「医
師を3名以上そろえられる所は単独で
もいいです。そうでない所は複数の
医療機関が連携してやってください」
ということで、強化型で2種類、「単独
強化型」と「連携強化型」をつくりま
した。（資料93〜95）

資料 93

資料 94
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これに、前回は在宅時医学総合管理料5,000点という、とても良い点数を付けてしまったのです。
これが今回、ばっさりと切られました。（資料96）

④強化型在宅療養支援診療所（2012年7月現在）
前回改定のおかげで、単独強化型、

連携強化型を含め、診療所のほうは
4分の1ぐらいに強化型が増えてきま
した。（資料97）

資料 96

資料 97
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⑤強化型在宅療養支援病院（2012年7月現在）
病院のほうも、資料98のように半

分ぐらい強化型が増えました。
（資料98）

（3）強化型在宅診療支援病院・診療所の要件の厳格化と同一建物減算～診療報酬改定

①患者紹介ビジネス
今回の改定で、同一建物減算が入

りました。皆さんよくご承知のよう
に、2013年8月、2日間連続で朝日新
聞のトップ記事が『患者紹介ビジネ
ス』です。これで大きくたたかれま
した。

サービス付高齢者向け住宅の同一
建物の患者さんに関して、紹介業者
さんを通じて医者が訪問診療に行く
と5,000点ということは、月に2回訪
問して一人当たり5万円、10人診れ
ば、50万円になります。「それだけ
もうかっているなら、紹介業者さん
に20％のキックバックを」ということで、これが大問題になってしまったのです。（資料99）

資料 98
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②在宅医療を担う医療機関の確保と質の高い在宅医療

中医協でも問題にされました。これが、不適切事例として今回の同一建物減算につながったとい
うことです。5,000点を1,200点まで削りました。大規模にやっている所は億単位の減収になり、大
変なことになりました。（資料100）

③同一建物減算の除外条件
国会でも問題になりました。医療

課が大慌てで、同一建物減算除外条
件について、「がんの末期の患者さん
はそこに適用させない」などと行いま
したが、焼け石に水状態です。今回、
同じ建物の中に患者さんに関して、
同一の建物にいるということだけで
減算を掛けたのですが、やはり実態
に即しませんでした。そういう不適
切事例があったとしても、本当にま
じめにやっている所まで影響を被っ
てしまいました。ここで何か考えな
くてはいけません。在宅医療の質を
評価して、それに対して報酬を付けていくような形にしていかないと、同じ建物だからという条件
だけではあまりにも乱暴なやり方になってきます。（資料101）

④これからは、在宅医療の質評価が課題
そこで、われわれは以前から、在宅医療のP4P（Pay for Performance ※（8）訪問看護P4P参照）と

いう、成果払いの報酬体系を入れたらどうかと言っています。

資料 100

資料 101
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4. 米国の訪問看護サービス

参考の為に、米国の在宅医療、特に訪問看護サービスの支払い方式をご紹介したいと思います。

（1）ニューヨークに約70ある在宅ケアエージェンシーのうち、非営利団体としては最大の組織
私は1988年、1989年と、厚生労働

省からニューヨークに留学して家庭
医の勉強をしてきました。その時に、
訪問看護を見学してきました。
（資料102）

（2）ニューヨーク訪問看護サービス（VNSNY）の事業規模とスタッフ
ニューヨークはいろいろな在宅ケ

アエージェンシーがあるのですが、
中でもVisiting Nurse Service of 
New York（VNSNY）が最大手です。
ここはすごかったです。

どういう所かといいますと、とに
かくスタッフの数が非常に多く、看
護師さんが2,505人、リハビリセラピ
ストが695人、ソーシャルワーカー
など、総勢1万2,000人ぐらいのスタッ
フが、毎日3万1,000人の訪問をこな
しているという、巨大訪問看護在宅
ケアエージェンシーです。多職種
チームで訪問しますから、ICT化が
必須です。みんなタブレット端末を持って駆け回っています。（資料103）
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（3）ニューヨーク訪問看護サービス　Visiting Nurse Service of New York（VNSNY）
大きなニューヨーク訪問看護サー

ビスですが、1893年代、リリアンさ
んとマリーさんという、たった二人
の看護師さんが、当時、都市部に流
行っていた結核の対策の為に立ち上
げました。それ以来、120年にわたっ
て巨大化し、非営利団体として大
ニューヨークをカバーしているとい
うことです。（資料104）

（4）VNSNYの創始者リリアンが、近道をするためマンハッタンのビルの屋上から患者宅を訪問
資料105の写真は、創始者のリリ

アンさんです。1890年代のマンハッ
タンで、できるだけ早く患者さんの
家に行く為に、なんとビルの屋上か
ら屋上を伝って歩いています。メ
リー・ポピンズみたいなこともやっ
たのです。（資料105）

資料 104

資料 105
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（5）そして現在のVNSNYの訪問看護師さんたち
現代のニューヨークの訪問看護師

さんたちの足は自転車です。車は、
駐車場が大変なのです。タブレット
端末を持って、スピーディーに回っ
て歩いています。（資料106）

（6）訪問看護サービスの質評価

①訪問看護サービスの質評価と改善
ニューヨークの訪問看護サービス

の質評価が、非常に参考になると思
うのでご紹介します。日本でも、こ
れからは在宅医療などでやっていか
なくてはならないことです。一つは、
資料107のようなプロセスの測定で
す。さまざまなケアマネジメントの
文書化などです。

ニューヨークで力を入れていたの
は、アウトカム測定です。在宅医療
あるいは訪問看護のアウトカム測定
は、何を使ったらよいかというのは
議論があります。ニューヨークの場
合は、急性期病院への入院率を使い

ました。安定した在宅医療が行われていれば、決して急性増悪しません。全くないということはな
いですが、減らせるでしょう。それをアウトカムメジャーに使ったのです。あとは、日常生活動作
の改善率をメジャーに使いました。（資料107）
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②入院率の改善の例
資料108の例は、先ほどのニュー

ヨークの巨大な訪問看護ステーショ
ンです。この時、急性期病院の入院
率が全国平均28％に対して、ニュー
ヨークでは44％と非常に高かったの
です。これは患者さんの重症度など
を調整した上でみても、やはり高
かったのです。その為、目標設定と
して、在宅ケアの患者さんの入院率
を5％下げることにしました。そう
しますと、メディケアで15億ドルの
節約ができるということも言われて
います。

調べてみると、特に再入院率が高かったのは退院直後です。アメリカは、日本と比べると在院日
数が非常に短く、退院直後にさまざまなトラブルが起こります。それを起こさない為に、家族を含
め、病院、開業医、こうした訪問看護ステーション、全ての多職種チームが密に連絡を取り合って、
急性期入院が多い退院直後の入院率を減らしたということです。（資料108）

（7）米国の訪問看護サービスの診療報酬支払い方式

①HHA ／ PPS（Home Health Agancy ／ Prospective Payment System)
　訪問看護包括支払い

米国の訪問看護サービスの診療報
酬支払い方式も見てきました。やは
り包括払いです。さらに、質に応じ
た支払い方式、いわゆるP4Pを入れ
ていました。

包括期間は、60日を1期間として
います。診断群に関しては、22の診
断群、重症度も3段階レベルに分け
ています。結果的には、153のケース
ミックスを作って包括の支払いをし
ているということです。（資料109）

資料 108
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（8）訪問看護P4P

①P4Pの定義とは？
さらに、こうした包括払いに加え、

P4P（Pay for Performance）を入
れました。ご承知のように、P4Pは
2000年来、世界の先進国の支払い方
式の主流になってきています。最近
では、韓国や台湾でも入れています。
アングロサクソンの諸国はだいたい
これに決まってきました。何かとい
いますと、「高質のヘルスケアサー
ビスの提供に対して経済的インセン
ティブを与えましょう」「成績の良
い所にはボーナスで報いましょう」
ということです。これは、米国でも
デモンストレーションプロジェクトで始まり、パフォーマンスの良い所にボーナスを与えるとい
うことになりました。（資料110）

②訪問看護の質評価指標
この時に用いたのは、ニューヨー

クでも実際にやられていた、急性期
病院への入院率、救急外来（ER）受
診率、それから、入浴の改善や移動
の改善などの日常生活動作（ADL）
の改善です。これらを指標に採った
のです。（資料111）

資料 110

資料 111

月
例
セ
ミ
ナ
ー

（
武
藤
講
師
）



61

③Sample measure：Hospitalization

具体的なサンプルを持ってきました。A、B、Cは訪問看護ステーションです。成績の良い所は、
年間の急性期病院の入院回数が16回、悪い所は43回と、明らかに差があります。これは、在宅のエー
ジェンシーのさまざまな努力によって入院率を減らしています。したがって、在宅における管理を
しっかりさせている所は入院率が減るということで、これを設定しています。（資料112）

④同一建物減算を契機に、在宅医療の質評価とP4Pを考えるべき
同一建物減算は、日本ではまだまだこれからである在宅医療の質評価について考える、ちょうど

よい契機だと思います。これは、まさに質評価指標を明らかにしなくてはいけませんし、それに対
応した診療報酬を導入していかなくてはなりません。次回改定には難しいかもしれませんが、とに
かく、こうした在宅医療に関する質評価指標を検討する場が必要だと考えています。

資料 112



62

まとめ

1. 次期2016年改定へ向けて

最後に、次期2016年に向けてです。早いもので、既に次の改定に向けての準備が始まりつつあり
ます。まずは、中医協答申の附帯意見の検証が既に入っています。

（1）答申附帯意見に関する事項の検討

次回改定に向けて、われわれ医療分科会に関係するのは資料113の項目2、3、4の部分です。入院
医療の見直し、ICUの見直し、総合入院体制加算の見直しなど、いろいろありました。それを検証
していくということです。次回改定に向けて今回積み残したのは、療養病棟、障害者病棟、特殊疾
患病棟の見直しです。今回は、特殊疾患病棟、障害者病棟の入院患者さんをより厳密化していきま
したが、次回はこれを療養病棟の医療区分とともに見直していく作業が必要になってきます。早速、
この6月に今年度第1回の入院分科会が開かれる予定になっています。（資料113）
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（2）中央社会保険医療協議会の関連組織

中医協に対するさまざまな分科会、部会等も再度設定されます。入院医療分科会に関して言いま
すと、今回は直接中医協総会ではなく、診療報酬基本問題小委員会に意見を述べて大筋の流れを作
ります。そして、それを分科会のほうに押していくという形に変わってきます。本来は、これが元々
の在り方だったのです。（資料114）

資料 114
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2. 2025年へのロードマップ　〜医療計画と医療連携最前線〜

昨年4月に発刊した、『2025年への
ロードマップ』という本の中に、本
日のお話のかなりの部分が含まれて
います。ぜひともご覧ください。こ
の間、聖路加国際病院理事長の日野
原先生に差し上げたら、「これはよ
く分かる」とおっしゃっていました。
今年103歳になる日野原先生が、「よ
く分かる」とおっしゃっていました
から、若い皆さんはさらによく分か
るのではないかと思います。ぜひと
もお手に取っていただければと思い
ます。（資料115）

3. まとめと提言

2025年に向けて、まさに病床機能
分化に向けて、報告制度、地域医療
ビジョン、新基金が動きだします。
今回の報酬改定の7対1有用期間が切
れて、10月以降に本格的に始まりま
す。報告制度、あるいは地域医療ビ
ジョンで言うと、医療圏見直しを真
剣に考える時期です。基準病床算定
方式の見直しも、あらためて問い直
していく必要があると思います。今
回の報酬改定の1丁目1番地は、7対1
の削減と、その受け皿としての亜急
性期病床「地域包括ケア病棟」の創
設にあったと思います。最後に、在
宅医療をこれからどう評価し、それに応じた適切な支払い方式を考えていくかということです。今
回の同一減算を契機に、非常に良い時期でもありますので、ぜひともこれを考えていきたいと思っ
ています。（資料116）

本日の配布資料は追加したスライドもありますので、私のホームページに本日の資料を全部貼
り付けておきますので、ホームページをご覧ください。

そして、会場に来ている皆さん方でフェイスブックをされている方は、ぜひとも私にお友達申請
をしてください。すぐに承認させていただきます。今後の議論も、フェイスブックの上でしていき
たいと思います。ぜひともよろしくお願いします。

どうもご静聴ありがとうございました。
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